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資料１ 平成 19(2007)年度 年次報告書について 

 

１ 年次報告書について 

環境基本条例（明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例）第 18 条の規定に

基づき、環境基本計画の適正な進行管理を図るため、毎年、環境の状況及び明石市

が環境の保全及び創造に関して講じた施策の状況等についての報告書を作成し、公

表するものです。 

また、同条第２項において、年次報告書について環境審議会の意見をお聞きし、

ご意見の趣旨を尊重して、必要な措置を講じることになっています。 

 

２ 昨年度までの年次報告書について 

審議会前に素案を公表し、審議会メンバー及び市民から意見を募集し、審議会に

諮った後、10 月中に市のホームページで公表しました。その概要版である環境レポ

ート 2007 を平成 20(2008)年３月末日に公表しました。 

 

３ 今年度の年次報告書の公表までの考え方について 

環境の現況、環境行政の概況、廃棄物の処理の状況などは、すでに公表している

「明石市環境の現況」、「環境事業概要」に記載されており、それらの内容はＷeb 上

で参照できることから省略し、関連資料として紹介する形に改めました。 

そこで、今年度の年次報告書では、①明石の環境基本計画の推進の状況、②明石

市地球温暖化対策実行計画に基づく市の事務事業から排出される温室効果ガス排出

量の公表、③明石市の環境マネジメントシステムの状況の３点について、取りまと

めることとし、従来の環境レポートのような形で、作成することにしました。 

審議会でのご意見による修正後に、市民からのご意見も募り、最終的にデザイン

なども修正したうえで、印刷物として年内に公表する予定です。 

 

４ 年次報告書（環境レポート 2008）について 

別紙「明石市環境レポート 2008(素案)」を参照願います。 

 

５ 今後の予定について 

11 月中旬 「明石市環境レポート 2008(案)」を HP で公表し、意見を募集 

12 月   「明石市環境レポート 2008」を公表 

     「明石市環境レポート 2008 に寄せられた意見と対応について」を公表 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



         
 

(URL)http://www.city.akashi.hyogo.jp/kankyou/earth_kankyou_ka/ecoist/index.html 
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パフォーマンス効果（1999年度比）
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資料２
   自然環境部会の活動報告について 

 

 

１ 第２回自然環境部会の開催 

⑴ 日  時 

平成 20(2008)年５月 19 日 午後２時～３時 44 分 

⑵ 場  所 

明石市立保健センター４階 会議室１ 

⑶ 議事内容 

① これまでに実施した、自然生態調査の確認について 

② 今後の進め方について 

 ⑷ 部会での意見 

○ ため池、河川の自然環境調査報告だけでなく、その他の自然環境

調査も継続実施するとともに既存の調査報告や文献を収集し、「明石

市の自然に関係する動植物の状況」を把握認識し、基礎データを蓄

積すること。そのうち必要な情報を住民に知らせていく。 

○ 条例などで保護地区指定が難しいなら、「重要な守るべき場所」と

して把握し、どうやって守るかを検討する。 

○ 自然環境調査と保護活動を同時進行する。特に保護を急ぐ場所を

どうするか検討する。 

○ 関係する地域住民の自然環境(種と場所)に対する関心を高め、地

域の課題と位置づけて自然環境の監視体制をつくる。（所有者、管理

者、行政のネットワークづくり） 

○ 環境教育の現場で使えるような簡単なテキストを、既存資料をも

とにつくり、小学校で利用できるようにする。 

○ 環境教育として、子どもに対しては「夏休みの環境計画」、先生を

中心として「明石の自然を学ぶ」会、夏休みに自然環境を観察する

「環境調査団」などに取り組み、明石の環境についての研究発表会

と明石環境賞を創設する。 

 

- 1 - 



２ 第３回自然環境部会の開催 

⑴ 日  時 

平成 20(2008)年 10 月 14 日 午後３時 30 分～５時 17 分 

⑵ 場  所 

明石市立保健センター４階 会議室２ 

⑶ 議事内容 

① 平成20年度自然環境調査計画について 

② 明石市の自然環境保全の取り組みについて 

 ⑷ 平成20年度自然環境調査の概要 

① 目  的 

明石市内及び関係海域における自然環境全般の事項について調査

し、結果を整理することで、市民への自然環境の現況について情報

提供するとともに、生物多様性法にいう地域戦略策定のための基礎

資料とするために行う。 

② 調査内容 

今年度は文献調査、聞取調査（補完調査含む）を実施し、今まで

の成果と合わせて「あかしの自然環境が残された場所」として整理

する。また、今までに調査できていない比較的大型な動植物（樹木、

鳥類、爬虫類、昆虫、海岸性植物、藻類、貝類、魚類）について、

既往文献と聞取調査で確認していく。 

 ⑸ 明石市の自然環境保全の取り組みについて 

① 環境基本計画の取り組み 

環境基本計画にあげられているリーディングプロジェクトのうち、

現在進んでいる自然環境関係のプロジェクトとして、エコウイングあ

かしを中心に取り組んでいく。 

ｱ）水でつながる明石の自然プロジェクト 

 ～コウノトリきて！ ウミガメきて！ 大作戦～ 

水でつながる自然と生態系を取り戻し、自然と親しむことの

できる憩いの場所を作ることにより、自然環境への意識向上を

図る。 

ｲ）明石に「ふれあいの里山」を復活させよう！！ in 金ケ崎公園 

市民の力で心の安らぎ「里山」を復活させ、緑豊かな自然と

触れ合える場所づくり 
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② 自然環境の新たな取り組み（第 2 回自然環境部会の意見を受けて） 

ｱ）地域の自然に対する関心を深める 

市民自然調査（6 月～10 月）の実施 

特定の種（20～40 種程度）の写真や発見場所・日時を記録

（メール等で報告） 

ｲ）明石の自然（レッドデータリスト）の作成 

今回の調査をもとにして作成する自然環境調査の報告書を、

市民が利用できるように「（仮称）明石の自然環境ハンドブッ

ク」のような形に再編集し、啓発用に使用していく。 

ｳ）明石の自然環境ツアーの実施 

小学校の環境教育担当者等を対象とした明石の自然の特色を

体感していくための研修ツアーを夏休み期間中に実施する。 

ｴ）自然啓発看板の設置 

貴重な自然環境を有する地点（ため池など）に、自然環境保

全を促す看板を設置していく。貴重な生物が生息していること

だけでなく、歴史・由来など関連事項も併記し、地域の財産と

しての意識の高揚を図る。 

※候補：請池・長池、主池、口無池（松陰新田） 

③ 今後の課題 

ｱ）自然環境監視ネットワークづくり 

地域散策を日課とする住民の協力、ため池協議会の活用 

ｲ）大久保北部丘陵の自然公園化（遊歩道整備など）の検討 

第 5 次長期長期総合計画（2011～）への位置づけ 

ｳ）環境教育取り組みの充実 

自然環境学習協議の場の創設 

自然環境副読本の作成（「（仮称）明石の自然環境ハンドブッ

ク」の活用） 

夏休み環境探偵団の復活 

明石の環境研究発表会及び明石環境賞の創設 

ｴ）明石市おける生物多様性戦略の構築 

レッドデータリスト作成後に生物多様性戦略のあり方を検討

する。 
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⑹ 部会での意見 

○ 明石の自然環境の原風景が残る大久保北部丘陵を生態系モデル化

に加える必要がある。また、明石公園も自然の残された貴重な場所。 

○ 自然環境の調査は今後も継続して行うことを検討する必要がある。 

○ 文献や聞取調査について、さらに充実する必要があるのではない

か。 

○ 外来生物の問題も情報として取り上げる必要がある。明石の自然

環境を守るために非常に重要である。 

○ 戦術が先でなく戦略を組まないと戦術は発揮できない。今後の課

題としては、明石市における生物多様性戦略の構築が最優先課題で

はないか。 

○ 生物多様性の保全と持続可能な利用に関わる施策の目標と取組の

方向を定めた「第三次生物多様性国家戦略」が平成 19 年度に策定

され、今年度中に兵庫県も策定される。明石市における生物多様性

の戦略で何を目指すのか、そのためにどういう仕組み、取り組みを

していくのか、具体的な戦略や戦術をまとめていく必要がある。 
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第３７回 明石市環境審議会 

 

日時 平成２０年１１月５日（水）午前１０時００分 

場所 明 石 市 生 涯 学 習 セ ン タ ー ７ 階 学 習 室 １ 

 

○事務局Ｃ 皆さん、おはようございます。 

 本日はお忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

 それでは、定刻が参りましたので、第３７回明石市環境審議会を始め

させていただきます。 

 議事に入りますまで、私が進行させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 まず最初に、お手元にお配りしております資料についてご確認させて

いただきます。 

 お手元の資料をごらんになってください。 

 まず、本日の環境審議会の次第でございます。１枚ものでございます。 

 次に、資料１といたしまして、「平成１９年度 年次報告書について」

というタイトルをつけました１枚ものの用紙と、それからその後ろのほ

うについています「年次報告書（素案）」の冊子でございます。なお、報

告書につきましては、１４、１５ページの内容に一部修正がございまし

たので、差しかえしたものでございます。ですから事前にお配りしてお

りました報告書と重複される方がいらっしゃるかもわかりませんが、お

間違えのないようにお願いいたします。 

 それから、資料２といたしまして、「自然環境部会の活動報告につい

て」でございます。 

 そのほか参考に、現時点での審議会委員の皆様方の名簿をお配りして

おります。それと、補足資料、参考資料といたしまして、明石の環境の

現況、フジ色とベージュの２冊組なんですが、環境の現況と平成２０年

版環境事業概要という冊子です。 

 以上の５点でございますけれども、おそろいでございますか。 

 なお、お手元にお配りしております事業概要はＷｅｂ上で見られると

いうことで、本来印刷物としては発行しておりませんので、部数が制限
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されておりますので、もしよろしければＷｅｂ上でごらんになっていた

だいて、きょう必要なければ、またお帰りの際にお席に置いておいてい

ただければありがたく思っております。 

 資料はおそろいでございますか。 

 それでは今回は、今年度に入って初めての審議会ということで、委員

の皆様方に若干の異動もございましたので、ご出席の委員の皆様と事務

局職員のご紹介をさせていただきます。 

 

（審議会委員・事務局の紹介） 

 

 以上で、委員さん並びに事務局職員の紹介を終わらせていただきます。 

 それでは開会に先立ちまして、環境部長からごあいさつを申し上げま

す。 

 部長、よろしくお願いします。 

○事務局Ａ 皆さん、おはようございます。私は４月に環境部に異動になってきま

したので、あいさつのセッティングをさせていただきました。 

 私は、もと環境にいたんですけども、環境審議会の事務局を長いこと

やらせていただいた経験もあります。きょうは、年次報告書ということ

で、前の審議会では、８月にお諮りするという形で言っていましたけど

も、若干おくれております。その分中身を練ったということで、改善の

中身もきょうお示しさせていただいておりますし、エコウイングあかし

が既に設立されておりますので、中の文章についても参加をしていただ

いて練っております。きょうは、審議会の委員さんの方におきましては、

中身の議論をお願いしたいと思っています。 

 もう１つは、自然環境部会のほうで、この２０年度で各委員さん、部

会長をはじめとして、詰めていただいた議論をしていただきました結果、

明石の取り組みということでの方向性も出てきたと感じております。き

ょうその報告もさせていただく予定にしておりまして、委員さんのご意

見もあわせていただきたいと思っております。２時間ばかりですけども、

おつき合いをお願いしたいと思います。 

 以上です。どうぞよろしくお願いします。 
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○事務局Ｃ どうもありがとうございました。 

 それでは議事に入ります前に、本日の定足数の確認をさせていただき

ます。本日の環境審議会でございますけれども、ただいま、受けつけ担

当のほうから、審議会委員１８名中１３名のご出席をいただいていると

いう報告がございました。過半数のご出席ということで、定足数を満た

しておりますので、本日の会議は成立いたしておりますことをご報告申

し上げます。 

 それでは、次第に基づきまして、これより議事に移ります。 

 環境基本条例施行規則第２３条により、会長が議長となるということ

になっておりますので、会長さん、議事の進行をよろしくお願いいたし

ます。 

○会  長  では、皆様改めましておはようございます。きょうは、朝早くからど

うもご苦労さまでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議事に入らせていただきたいと思うんですが、お手元

の議事次第をごらんいただきますとおわかりいただけますように、きょ

うは２つ大きくテーマがございます。１つは、平成１９年度年次報告書

（素案）について。そしてもう１つは、自然環境部会の活動報告でござ

います。その２つが大きくあるわけなんですが、どちらかというと、き

ょうは報告という形、そういう意味合いが強いと思うんですが、この２

つの議題につきまして、皆様から活発なご質問ご意見などをいただけた

らと思います。 

 では早速、平成１９年度年次報告書（素案）について、事務局からご

説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局Ｂ はい、おはようございます。 

 平成１９年度年次報告書（素案）につきまして、説明させていただき

ます。恐れ入ります、座らせていただきます。それではお手元に配付し

ています資料１、「平成１９年度 年次報告書について」をごらん願いま

す。 

 １の年次報告書についてですが、明石市の環境の保全及び創造に関す

る基本条例、いわゆる環境基本条例の規定に基づきまして、環境基本計

画の適正な進行管理を図るため、環境の状況及び明石市が環境の保全及
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び創造に関して講じた施策の状況等について報告書を作成することにな

っております。そこで、この報告書を年次報告書と称しまして作成して

いるところでございます。 

 次に２の、昨年までの年次報告書についてでございますが、昨年度は

審議会前に素案をインターネットで公開し、審議会の委員の皆様及び市

民の皆様からご意見を募集し、それをもとに修正した年次報告書（案）

を環境審議会に諮った上で、１０月に印刷物としてではなく、インター

ネット上で公開しました。その後、その概要版である「環境レポート２

００７」を印刷物として、年度末の３月末に公表しております。 

 ３の、今年度の年次報告書の公表までの考え方についてでございます

が、環境の現況、環境行政の概況、廃棄物の処理の状況等につきまして

は、「明石市環境の現況」、また「環境事業概要」として既に公表してお

りまして、インターネット上で見ていただけることから省略し、関連資

料として紹介する形に改めさせていただきました。 

 そこで、年次報告書につきましては、環境基本計画の推進の状況、地

球温暖化対策実行計画に基づく温室効果ガス排出量、明石市の環境マネ

ジメントシステムの状況等について取りまとめることとし、従来の環境

レポートと一体となったものとして、年次報告書「環境レポート２００

８」として作成し、印刷物として発行していきたいと考えております。 

 次に４は、後ほど説明させていただくことにしまして、先に、５の今

後の予定についてでございますが、本日の審議会でのご意見による修正

を加えた上で、年次報告書（案）として１１月中にインターネットで公

表し、市民からのご意見を募りたいと考えております。最終的にデザイ

ン的な修正も加え、印刷物として、できれば年内に公表するとともに、

年次報告書（案）に寄せられましたご意見と対応につきましては、イン

ターネットを通じて公表してまいりたいと考えております。 

 それでは、年次報告書（素案）について説明させていただきます。 

 お手元の素案のほうをよろしくお願いいたします。 

 まず、表紙裏面の１ページでございます。 

 市長のあいさつにつきましては、これは昨年度の環境レポートのあい

さつをそのまま掲載させていただいておりますので、公表段階では改め
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ていきたいと考えております。 

 ２ページには、編集方針を掲載しております。この報告書は平成１９

年度の明石市の環境情報を中心に掲載しておりますが、事業の進捗の関

係上、一部平成２０年度に係る環境情報も掲載しております。 

 また、主な関連資料としまして、「環境事業概要」「明石市環境基本計

画（改定版）」の内容を掲載しております。これらを含め、明石市の環境

に関する条例や計画、環境の現況、環境マネジメントシステムにおける

環境管理マニュアルなど、さまざまな環境情報につきましては、明石市

環境部地球環境課のＷｅｂサイトである「エコイスト」でごらんいただ

くことができるようになっております。 

 次に３ページをお願いいたします。 

 明石市では、市民の皆様、事業者の方々とともに平成１８年度に環境

基本計画を改定しました。その改定した環境基本計画での「めざす環境

像」と「めざす環境像を実現するための４つの方針」について３ページ

に記載をさせていただいております。 

 ４ページには、その「めざす環境像を実現するための取り組み」とし

まして、環境基本計画を推進するパートナーシップ組織について掲載し

ております。環境基本計画につきましては、市民・事業者・行政の三者

のパートナーシップのもとで計画を改定したものであるため、三者のパ

ートナーシップにより、その計画を具体的に推進していく必要があると

の考え方から、明石市環境基本計画推進パートナーシップ協議会、通称

「エコウイングあかし」の設立までの取り組み、その設立総会、及び平

成１９年度の取り組みを５ページにかけて掲載しております。 

 またこれまでに、映画会や環境フェアなどのイベントを共催する中で

会員を募ってまいりましたが、その趣意書を６ページに掲載しておりま

す。このエコウイングあかしの会員数ですが、現在、個人・家族・学生

の正会員が８１名、団体正会員が１２団体、賛助会員が３団体となって

います。 

 次に、環境基本計画の中で、三者のパートナーシップのもとで取り組

んでいく１３のリーディングプロジェクトの取り組みにつきまして、７

ページから１２ページに、ライフスタイル・エネルギー・自然の３つの
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グループごとに、プロジェクトの内容、平成１９年度における取り組み

状況、今後の取り組み予定につきまして掲載をしております。エコウイ

ングあかしでは、平成２１年３月までの１年半を初年度の取り組みとし

ていますことから、まだまだスタート段階ではありますが、これから具

体的な取り組みが進んでいくこととなっております。また、これらにつ

きましては、エコウイングあかしのメンバーによる執筆をお願いしたと

ころでございます。 

 次に、飛びまして１３ページになります。 

 １３ページには環境基本計画の取り組みの中で、行政が率先して取り

組むとしている４５の取り組みについて掲載をしております。具体的な

取り組みにつきましては、２４ページ以降に掲載していますが、これら

の事業に対する所管課の評価を取りまとめたものが、１３ページの表に

なります。これはあくまでも自己評価ではありますが、７割の事業で期

待どおりもしくは期待を上回る結果となっております。 

 次に、明石市では、地球温暖化対策の推進に関する法律、いわゆる温

対法に基づきまして、市役所の事務事業から排出される温室効果ガスの

排出量を抑制するために明石市地球温暖化対策実行計画を策定しており

ますが、その取り組み状況について１４、１５ページに掲載しておりま

す。なお、このページは修正があって、本日訂正をさせてもらった部分

でございます。 

 この実行計画につきましては、平成１３年３月に策定しましたが、平

成１９年３月に改定しており、「平成２２年度における市役所の事務事

業 に 伴 って 排 出 され る 温 室効 果 ガ ス排 出 量 を平 成 １ ７年 度 と 比較 し て

６％削減に努めること」を目標としております。なお、平成１７年度以

降に指定管理制度に移行したところにつきましては、指定管理制度に移

行する前の温室効果ガス排出量で集計をしております。また、電気の使

用に伴う温室効果ガスの排出量の計算におきましては、使用する排出係

数は、関西電力の数値を使うこともできるのですが、平成１３年度策定

時の排出係数である０.３８４を継続して使用しております。これは、関

西電力の排出係数が、原子力発電所の稼働率に大きく影響することや、

稼働率の向上により年々排出係数が小さくなることから、関西電力の影
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響を受けることなく、自分たちの削減努力を比較することができるよう

にするためでございます。参考までに、関西電力の排出係数は、今後５

年間で０.２８２に抑えていくとお聞きしておりますので、その数字を使

うと市の自助努力なしに削減することができるということから、従来か

ら同じ数字を使っているということでございます。 

 平成１９年度に策定しました温室ガス排出量は、二酸化炭素に換算し

ますと約１０万トンになります。１０万トンといいますと、明石市の倍

の面積に当たります１００平方キロメートルの杉林が１年間に吸収する

二酸化炭素の量に相当するものということになっております。なお、基

準である平成１７年度に比べ８.４％の削減となっておりまして、この状

況が続けば目標を達成できるということになります。 

 １５ページには、個々の状況を掲載しています。明石市の事務事業か

ら排出される温室効果ガスの４５％が、明石クリーンセンターにおける

焼却によるもの、３３％が電気の使用によるものとなっております。こ

のうち廃棄物の焼却につきましては、廃棄物中のプラスチック量が、平

成１７年度に比べ、１９年度は１４.２％削減していることから、温室効

果ガス排出量は全体で１３.２％減少をしております。ただし、電気の使

用については、わずかながら増加をしております。また、車両の走行に

よる温室効果ガス排出量につきましては、１５.１％の削減をしておりま

す。これにつきましては、市バスの路線縮小や、し尿やごみの収集の委

託化によるものであると考えております。 

 これらを合わせて、全体として８.４％の削減となっておりますが、廃

棄物が減少傾向にあることから、温室効果ガスの排出量を削減すること

ができている状況でございますので、今後とも省エネルギーの取り組み

とともに、３Ｒの推進を図りながら、温室効果ガスの排出抑制を進めて

いかなければならないと考えているところでございます。 

 なお、６月には地球温暖化対策の推進に関する法律が改正されまして、

市役所の事務事業からの排出削減に加え、自然エネルギーや公共交通機

関の利用、都市緑化の促進など、地域全体でのきめ細かい対策を定める

実行計画として策定するよう義務化をされたところでございます。そこ

で、新たな実行計画に改定できるよう取り組んでいくことを検討してい
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るところでございます。 

 次に１６ページになりますが、地球温暖化対策の環境啓発の取り組み

につきまして、１１月に開催しました地球温暖化をテーマとした「不都

合な真実」の映画の上映会、夏至の日に全国的に展開しております節電

活動であるブラックイルミネーション等を含めて４つの取り組み事例を

掲載、１７ページには、自然環境の環境啓発の取り組みとしまして、明

石の自然を紹介する情報誌である「知っとこ明石 明石の海辺編」の、

市民団体や教育機関と協働した活動を行っている「明石の自然とまちづ

くりネット」の一員としての発行、西島ため池協議会とともに実施しま

した、ため池の水を抜いてため池に生息・生育する生物に直接触れるイ

ベント「ため池ドロンコ探検隊」など４つの取り組み事例を掲載、１８、

１９ページには、自然環境の再生への取り組みとして、ため池、里山、

海岸、河川、海域での取り組み事例を掲載しております。 

 最後に２０ページから２３ページにかけましては、明石市環境マネジ

メントシステムについて掲載をしております。 

 明石市では、平成１９年３月に認証登録機関によるＩＳＯ１４００１

の登録を返上し、規格の適合性をみずから判断する自己宣言に移行をし

ました。２３ページに掲載しておりますが、この自己宣言における環境

マネジメントシステムの透明性・信頼性をより高めていくため、尼崎市、

西宮市、伊丹市、宝塚市、明石市の５市による相互環境監査システムを

構築するため、昨年９月に「環境マネジメントシステムに係る自治体間

相互環境監査に関する覚書」を締結し、覚書に基づきまして、それぞれ

の自治体の内部環境監査の監査員として職員が参加しているところでご

ざいます。 

 恐れ入ります、２１ページに戻りまして、明石市環境マネジメントシ

ステムの取り組みのうち、エコオフィス活動の実施状況を掲載しており

ます。これは、いわゆる紙・ごみ・電気の削減など省資源・省エネルギ

ー・廃棄物の削減に当たります。結果的には、コピー用紙の使用量は、

印刷帳票の減少による帳票のファイル化、プリンターによる出力の増加

によるものであり、残念ながら年々増加をしております。その対応策と

しまして、両面コピー、ミスコピー用紙の裏面使用、２ページ縮小印刷、
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印刷プレビューの利用などの取り組みを講じておりますが、増加を抑制

するまでには至っておりません。また、電気及び都市ガスについては、

気候変動による影響が大きく、若干増加している状況にあります。なお、

環境マネジメントシステムを導入する前の平成１１年度を基準としたグ

ラフを掲載しておりますが、コピー使用量を除くと、横ばいの状況が続

いており、何とか削減の取り組みができているのではないかと考えてい

るところです。 

 ２２ページには、自治体の環境マネジメントシステムの特徴である、

環境に有益な事務事業の取り組みを掲載しておりますが、環境基本計画

における行政による率先した取り組みとの一元化を図り、環境マネジメ

ントシステムの取り組みの一環として進捗管理を図っております。詳細

につきましては、先ほどと同じ２４ページから３０ページに掲載してお

るところでございます。 

 また、公共事業につきましては、明石市の公共事業における環境配慮

指針を策定し、この配慮指針に基づきまして、各部ごとに目標を設定し、

環境配慮に取り組んでおりますが、例えば、型枠の木材の使用量の削減

であるとか、リサイクル可能製品の使用などで積極的な取り組みができ

ていないことなどから、目標達成ができてないところが３つあったとい

う結果になっております。 

 その他、内部環境監査の状況及び市長による見直し等について掲載を

しております。 

 このような明石市の環境の取り組みを多くの皆様にお伝えしまして、

ご意見をいただくことにより、皆様方とのコミュニケーションを深めな

がら、地球に優しい社会の実現に取り組んでいくため、この年次報告書

を公表してまいりたいと考えております。 

 以上、年次報告書「環境レポート２００８（素案）」の説明とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○会  長  どうもありがとうございました。 

 ただいま平成１９年度の年次報告書の素案に関するご説明をいただい

たわけなんですが、ちょっと早かったかもわからないんですけど、ごら

んいただきまして審議いただくポイントは、１１月中旬に「明石市環境
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レポート２００８（素案）」をホームページで公表して、市民の皆様のご

意見を募集するわけなんですが、それに当たりましてこの素案でよろし

いでしょうかということと、もう１つは、これは非常に薄っぺらいもの

なんですが、詳しくは必要なところをホームページなどで見ていただく

ということにしまして、このレポートそのものとしてはできるだけ簡潔

に見やすいものにしていこうという、そういうねらいがあるということ

です。私も、いろいろなところの環境審議会の委員をやらせていただい

ているんですが、この素案は非常によくできていると思っております。

つまり、分厚い、見ただけでうんざりみたいなそういうものじゃなく、

非常に簡潔にポイントだけきちんとまとめられていて、そして、写真と

か図表などを適切に配置して非常に見やすいものになっていて、よくで

きていると思うんですが、１１月中旬というとほんとうにもう間もなく

なんですが、その公表に向けまして、こういうところをもう少しこうい

うふうに変えたほうがいいのではないかとか、そういうことにつきまし

てご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 はい、委員Ｆさん。 

○委 員 Ｆ １５ページの車両の走行、一番下の欄ですけども、市バスの車両は減

少したと、これは観光バスのことも言っていると思うんですけども、た

だ高丘路線は神姫バスに移譲したんです。ですから、そういうことも入

っているとすると、明石だけの論点で整理をしていいのかなということ

なり、そういったことをフォローしていく必要があるんではなかろうか

なと思っています。 

 それと、一番最後の天然ガス車８台ということですけども、これはな

かなか増えてない。増えてない理由の１つというのは天然ガスの、ガソ

リンスタンドじゃないですね、ステーションが１カ所しかないというこ

とも、それもやっぱり明らかにしていく中で課題があるんやと。今、ガ

ソリンスタンドはどんどん閉鎖していますから、逆に言うたらそういう

ところでそういう事業者がステーションをつくっていただければ、また

そういう使用車両等が増えていくということにつながっていきますので、

そういうことのあたりを書いていただいたほうがいいんじゃないかなと

思います。 
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 それと、ＩＳＯ１４００１の絡みで、市の取り組みということなんで

すけども、市の取り組みによって、例えばごみ収集の業者がＩＳＯを取

ったということを含めて、やっぱり市の取り組みで、市内の業者へこう

いった取り組みが波及しているということなんかも載せたらどうかなと

個人的に思うんですけども。 

 以上２点でございます。 

○会  長  ありがとうございます。まず、１５ページを皆様ごらんいただきまし

て、温室効果ガスのところなんですが、車両の走行につきまして、１つ

のことは明石市だけの範囲に限るのではなく、もう少し範囲を広めて報

告してはどうかということと、天然ガス車の導入を促進しにくい理由と

してステーションが足らないということがあるので、そういうふうな課

題ももう少し盛り込んで書いてはどうかということなんですが、これは

紙面上の都合もあると思うんですが、いかがでしょうか。何か、何行か

でおさめられるものでしたら。 

○事務局Ｂ まず、地球温暖化対策実行計画の排出量の範囲なんですね。これはあ

くまで、市の事務事業に係るという前提があります。そういう中で指定

管理に移行した後どうなるんだという問題がありまして、これにつきま

しては、本来外してもいいんですけども、これはやっぱり市がしている

のを指定管理者制度にしたということで、最後の数字について毎年同じ

数字を使って集計をしていると。その後、指定管理業者が事業を拡大し

ていったりとか、また見直しをして省エネをしたとかいうことで数字が

変わってくるんで、それについては無視をして、最後の、市が管理をし

ているときの数字を使っているということになります。そうだと、今後、

委託にしていったとか、路線移譲したらどう扱うのかということなんで

すが、これにつきましては、数字のつかみようがないということもあり

まして、これについては外させていただいています。ただ、本来ですと、

市の事務事業だけでなく市全体でじゃあどうなるかという、そちらでと

らえるべきものであって、あくまでも法律で求められているのは、市の

事務事業で排出する温室効果ガスはどれだけなんやということだという

ことで、そういう扱いをしているということについてはご了解いただけ

たらなと。市バスが減ったのは、観光バスの廃止もありますけども、や
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っぱり大きいのは大久保運輸事務所の路線移譲に当たります。 

 それと、天然ガスの問題ですけども、市内には西明石にエコステーシ

ョンが１カ所ございます。このエコステーションも約８年前ですか、開

設しまして、当時かなり台数が少なかった。それから、その原因がステ

ーションがないということを言われていまして、卵が先か、鶏が先かと

いう問題もある中で、一昨年ですか、東加古川にもう１カ所できまして、

姫路、東加古川、明石、そして長田ということで、ある程度のネットワ

ークはできたんですが、やはりまだまだネットワークとしては非常に弱

い状況にあるというのが、普及しにくい原因なのかなと１つは思ってお

ります。ただ、昔は天然ガスステーションを設置するときは、基本的に

は大阪ガスさんが設置をしていったという方針から、それぞれの事業者

さんが設置をしてください、それについては、ＮＥＤＯさんのほうから

補助しますということで、かなり体制が変わった、普及対策が変わった

ということで、非常にそこから伸び悩みをしているというのが実情です。

約１億何ぼの設備投資が要るんですが、９,０００万弱の補助しかないと。

１,０００万は事業者さんが持たないといけないという中で、事業者さん

についても、なかなか手が出せないというのが現状かなと思っています。

そういう中で、明石のスタンドも非常に充てんされる車が少ないという

ことで、それぞれ事業者さんともどういう手だてをすればいいのか検討

しているというところで、確かに、明石だけの問題じゃなくて、ネット

ワークとしてやっぱりまだまだステーションの普及がされていないとい

うところに大きい問題があるのかなと思っています。 

 ＩＳＯのほうなんですが、確かに市がＩＳＯを取って、市内でもかな

りの事業者さんにＩＳＯが普及してきました。その一方で、ＩＳＯまで

行かなくても、簡易な環境マネジメントシステムができてまいります。

そういう中で、明石市としてはＩＳＯのノウハウはある程度つかんだと

いうこともありますし、市がＩＳＯを認証するときには経費的にもいろ

いろあるということで、認証を返上しまして自己宣言に移っていったと

いう中であります。 

 そういう中で実を言いますと、市内の事業者さんが何社ＩＳＯを取っ

ているかというのを、これは毎年悩むんですが、非常に集計が難しいと
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いうのが実情です。過去、年次報告書にも事業者さんのほうは名前、名

簿を載せさせていただいたこともあるんですが、最近、例えば昔でした

ら、１つの会社で、工場からいえばそれぞれの工場でＩＳＯを認証取得

していたと。そうすると経費が大変だということで、本社一本で認証取

得しますと、そこの本社がどこにあるかわからなくなる。場合によって

はつかめないというのが実情なんです。そういうことで最近、市内の事

業者さんが幾つ取っているんかということが非常にわかりにくい。逆に

商工会議所さん等にお聞きしたほうが早いのかなと思うときもあるんで

すが、今そういう実態なんです。そういう中で、今後ＩＳＯをどう普及

していくのかというのがいろいろテーマとしては思っておりますが、市

としては今こういう状況、そういう中で、ＩＳＯについては返上してい

ったということになります。 

 以上でございます。 

○会  長  ありがとうございました。なかなか難しいところがありますね。その

境界線、範囲を、車両の走行につきましても、市の事務事業に関する範

囲にとどめないと数値とかの範囲がずれてくるということもあって、で

きるだけ市内のことに関してやりたいということと、それとステーショ

ンにつきましても、大阪ガスとかそちらが頑張ってくれないといけない

ということもありまして、またこれも市の事業としてはなかなか書きに

くいということがある。しかし、課題としてほんとうにおっしゃるとお

りそういうことがあると思うんですが。 

 それとＩＳＯにつきましても、市そのものの業務以外のところをきち

っと把握することが難しいということなので、この素案の簡潔に書いた

文の中では、これでいいのではないかと思うんですがいかがでしょうか。

ほんとうにおっしゃるとおり、そういうところまで書けたらいいんです

が、どんどん境界を越えて範囲が広がっていってしまうので、なかなか

書きようが難しいというところがあるんですけど。 

○委 員 Ｆ 大変難しいですね。 

○会  長  ホームページなどでもう少し詳しく報告されるほうで、課題をもう少

し書き加えていただくとかそういう方法があると思います。ある箇所だ

けここにぼーんと範囲を超えて入ってきますと、全部またその同じレベ
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ルに合わせないといけなくなるんで、この程度でいかがかと思うんです

が。 

 何かほかに。 

 委員Ｄさん。 

○委 員 Ｄ １４ページ、１５ページに関して、私は以前から、市の事業について

は、温室効果ガスが上がったとか下がったと書いてあるわけですけど、

明石市全体としてどうなっているかというのが非常に興味があるわけで

す。兵庫県全体は出ております。これは事情を聞いたら、自動車のガソ

リンの使用量がなかなか把握しにくいということで、できないというこ

とを聞いておったわけです。実は、１５ページに電気が載っています。

電気だけが、前のを見たら、何か５％程度下がっておって、これはすご

いなと思ったら、きょう見たらゼロになっており、こんなもんかなと思

っております。明石市全体の電灯の契約数と総電力量というのは、明石

市の統計資料に載っているわけです。それは、一般市民のものだろうと

思います。それは、簡単にここへ一般市民の電気の使用量というのがど

うなったかというのが書けると思います。既にそのデータが載っている

わけですから。 

 それともう１つは、何かちょっと話が出ましたが、自然エネルギーで

太陽光発電というのがどのぐらいになっておるかというのも、非常に皆

さん興味を持っているけど、これには載っていません。いろいろ調べて

みると、例えば２００５年までは、ＮＥＤＯの補助金があったから、デ

ータ的には出ておりますけども、２００６、２００７とかＮＥＤＯがな

くなったらぐっと下がっています。明石市がどうなっているかというの

が私は興味があって、この間、関西電力に電話をかけたわけです。明石

市の営業所では現在２,７００世帯つけておるということです。それは全

部ですかというと、半分は西区だということで、また残りの２割は垂水

区やというということで、計算したら、今現在明石市は８００戸ぐらい

ついとるわけです。だからその辺も、２００５年、６年、７年と太陽光

発電の設置量がどうなったかというのが簡単に分かると思います。もう

この中の修正は無理かもわかりませんけど、その辺は非常に重要と思い

ます。市民全体がどうなっているかというのが大切です。 
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 という意見で、入れてくれと言うわけではありません。 

以上です。 

○会  長  確かに、おっしゃるとおり、１５ページの電気の使用を見ましても、

市の事務事業に関連した電気使用量に限られていて、非常に国としても

市民生活に対して省エネとかを呼びかけているにもかかわらず、市民生

活のほうの電気使用量とかがどうなったのかということとか、現在ほん

とうに非常に大きな課題となっている太陽光発電の設置数などについて

一言も触れていないので、設置数が大体増減しているとかそういうこと

ぐらい入れてはどうかということなんですが、このことに関しまして、

何かホームページで提供される資料などでそういうことは公表されてい

ますでしょうか。 

○事務局Ｂ 今、会長さんが言われましたように、ここのページにつきましては、

先ほどから、お話しさせてもらっていますように市の事務事業に係るエ

ネルギーの使用量に関してということで見させてもらっています。最初

に郵送させてもらった資料には、この結果ではすごいいい数字が書いて

ありまして、申しわけないです。たしか４.何％マイナスになったという

ことで、あまりにも成績が、私もちょっといろいろ調べていったんです

が、大きな間違いがありまして申しわけなかったと思っています。 

 市の事務事業でいきますと、電気はやっぱり冷暖房に非常に使ってい

まして、やっぱり冬の寒さや夏の暑さ、これによって非常に電気を消費

しています。また、市役所は冷房に天然ガスを使っていますので、その

部分も含めてガスが増えてきているということで、やはりこの冷暖房、

今２８度設定、夏２８度、冬２０度ということをしておりますが、なか

なか減らない。今後電気代が上がっていくという中で、きょうも管財課

のほうから電気の使用については極力抑えてくれというような全庁通知

があったんですが、そういう中でもなかなか厳しい状況が今続いている

ということです。 

 あと、市民の電力使用量等々につきましては今後、先ほどちょっとお

話しさせてもらいました地球温暖化対策実行計画、これは今まで市の事

務事業だけが対象だったのが、今後、市民の皆様のエネルギー消費量、

また例えば自然エネルギーの利用促進という範疇に入ってきます。そう
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いう意味では、計画を策定していく中で、市民への普及であったり、そ

の普及状況についてやはり明らかにしていくということをすることが必

要になってくるので、そのあたりについては出していくことになるのか

なと思っています。先ほど委員Ｄさんが言いましたように、関西電力明

石営業所というところが、明石市と神戸市西区と垂水区と須磨区の一部、

これが営業範囲になっておりまして、その中で一応明石市どれが何ぼに

なっているというのがすぐに出ないと。逆に神戸市さんも西区のデータ

が欲しいんですけど、なかなか出ないということで、お互い困っている

ところが、今の関電さんと何かいい方法はないかという調整をさせても

らっているというところがあります。当然、今度はそういう新たな計画

をつくるときは、関西電力だとか大阪ガスさんにもご協力をお願いする

ことになってきますので、何らかの数字が出せるのかなというふうに考

えておりますので、それは２０年度以降、また参考にさせてもらえたら

なと思っております。 

○会  長  ありがとうございます。 

 結局、このレポートというのは、１９年度の年次報告書であって、地

球温暖化などにつきましては、実行計画はちょっと別のところがあるの

で、そちらのほうでもう少し詳しく書いていただくなり。確かに、これ

だけだったら普及啓発の意味をあまり持たないわけです。ただこれは報

告書なので、普及啓発という意味合いはそれほどもともと意味していな

いというところがありますので、実行計画なりほかのところでもう少し

普及啓発に力を入れていただくということと、それと今、ご説明がござ

いましたように、なかなか境界線を引きにくいというところがあります

ので、関電さんともよく相談して、そこら辺をやっぱりもう少し明らか

にしていかないと、単に過去を振り返るだけじゃほんとうに意味があり

ませんので、普及啓発などにつきましては、実行計画などで別のところ

できちんとやるというところを、もう少し市のほうでも考えていただく

ということでよろしいでしょうか。きっといろいろお考えになっている

ことはたくさんおありだと思うんですが。 

 ほかに何か。 

 委員Ｃさん。 
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○委 員 Ｃ ちょっと細かいことなんですけれども、２ページ目に「明石市環境基

本計画（改定版）」と書いてありますけども、いつ改定されたのかという

ことでいえば、「明石市環境基本計画（平成１９年３月改定）」としたら

どうかと思います。 

 それからもう１点あるんですが、それは９ページ、「ＬＰ７：家庭でで

きる温暖化防止」、ここに「エゴがエコにつながりますよ」と書いてある

んですけども、これ、エゴというのはこういう意味で使うんでなしに、

ほんとうはエコロジーとエコノミーとのつながりということではいいん

ですけども、エゴというのはちょっとほかのとり方をしますと、こんな

文言を入れなくてもいいんじゃないか、この次以降に書いてありますか

らと思います。 

○会  長  ありがとうございます。 

 まず、２ページの改定版ということにつきまして、いつ改定したのか

という文言を入れたほうがいいのではないかというご意見なんですがい

かがでしょうか。 

○事務局Ｂ そのとおり。 

○会  長  では、これはすぐできることですし、いつなのかという年度を入れて

いただくということと、それと９ページの一番下のところの、「家庭でで

きる温暖化防止」で「エゴがエコにつながりますよ」という、そこの文

章は要らないんじゃないかというお話なんですけど、ただこれ、エゴが

エコというのは、今全国的に使われている流行の言葉なんです。本も出

ていまして、エゴからエコへというのは広島なんかでも非常によく使わ

れている言葉で、この言葉が流行しているということをご存じない方か

らすると、何でこんな言葉が入っているのかと思われるのかもわからな

いんですけど、若い人なんかはこれで直感的にぴんと感覚的にはね返る

ものがあることはあるんです。 

 いかがでしょうか、行政のほうとしまして。広島修道大学などはエゴ

からエコへという、そのキャッチコピーに使って、実行計画、どんなも

のがあるかという募集までやっています。 

○事務局Ｂ この言葉についてはどうするかということと、もしこれを使うんであ

れば、紙面に余裕がありますので何か注釈をつけて、何でこういうこと
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なんかということをわかりやすいような表現にさせてもらいます。 

○会  長  そうですね。知らない方からすると何か唐突な感じがするかもわから

ないですね。少し説明を入れていただくということでよろしいでしょう

か。 

 そうしましたら、あと次のテーマである自然部会の活動報告は結構ボ

リュームがありますので、もしご意見がなければ次に移らせていただき

たいと思うんですが、何かどうしてもということがございましたら。 

 委員Ｈさん。 

○委 員 Ｈ 里山のところで、里山の再生とそれから復活と整備というような３つ

の用語が出てきていて、ちょっと混乱しているようなので、何かこれを

１つの言葉に統一したほうがいいんじゃないかということで、一番いい

のは多分里山整備ということで、復活させるわけでもなく再生させるわ

けでもないので、整備というのが一番いいんじゃないかと思いました。 

○会  長  これについて、いかがでしょうか。再生・復活・整備という３つの言

葉が使われていて、それぞれが近い意味なんだけど何か混乱するという

ことで、整備に統一してはどうかということなんですがいかがでしょう

か。 

○事務局Ｂ その方向で検討します。 

○会  長  では、整備に統一していただくということで。 

 委員Ａさん。 

○委員Ａ（部会長） ２４ページから事業評価表というのがついています。事業名

が「１．環境教育・環境学習の推進」とか、「２．自然観察会や、環境学

習」云々という形で項目立てしてあるんですが、これまでの前編の本文

のところとあまり対応がないんです。この事業評価表というのは、こう

いうことをやっていてこういう結果が出ているということを知っていた

だくためには必要かと思うんですが、取ってつけたようなことと、前半

の部分とどう結びつくのか不明でちょっと唐突という感じがしますので、

何かその辺工夫があればと思います。 

○会  長  ２３ページ、２４ページのところをごらんいただきたいんですけど、

２４ページ以降の事業評価表というのが唐突に出てきていまして、これ

は確かに行政のほうからごらんになればつながりがよくわかるんですが、
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市民のほうから見ましたら突然違うレベルのものというか、質の違うも

のがぽんと出てきてしまっているので、評価表の次のところに少し文章

で２行ぐらい説明を入れるとか、何かちょっとつながりを示すような説

明があったほうがいいのではないかというのは、私もそう思うんですが、

いかがでしょうか。 

○事務局Ｂ ごもっともだと思いますので、このあたりはちょっと修正をしていき

たいと。これは、環境基本計画書の改定版の中のリーディングプロジェ

クトを１３掲げた後に、それぞれのそれ以外の取り組みということで、

４５を掲げています。その４５について、平成１９年度はどうだったか

ということを上げているわけですけども、そのつながりが確かにちょっ

とわかりにくいところがありますので、環境基本計画書のほうと合わせ

て、もうちょっと表を見やすくしていきたいなと思っております。中身

としては、環境基本計画書の中で４５、市が率先してする取り組みにつ

いて、どういうことを目標にどうやったかということを明らかにしてい

きたいということで表を載せていますので、表をもうちょっと工夫する

ということでご理解をいただけたらなと思います。 

○会  長  ありがとうございます。 

○委 員 Ｅ 関連して。 

 １３ページのこの一覧表も、少し私もどこがどうなっているのかなと。

実施状況ということでこれを出されて、最後にこの一覧表が出ているの

で、そのつながりというのが全部あると思うんですけれども、もうちょ

っと工夫されたほうがわかりやすいんではないかなと思いました。 

○会  長  そうですね。とかくこういうものは供給者の理屈で来てますので、こ

の報告書を出す目的というのは、市民の方にできるだけ関心を持ってい

ただきたいということがありますので、供給者の論理ではなくユーザー

というか、読む人の気持ちになってストーリーを通してほしいというこ

とがあって、私たちはこういうものを見なれていますので、あんまり違

和感がないわけなんですけども、確かにほんとうにこの１３ページの表

も１４ページの表も、内容としてはあれですけど、ストーリーが何かよ

くつながってないということがありますので、１３ページの表と２４ペ

ージのこのつながりも、二、三行でもよろしいので何かつながりを持た
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せていただけたらと思います。 

      （「わかりました」の声あり） 

○会  長  それでよろしいでしょうか。 

 委員Ｂさん。 

○委 員 Ｂ ３ページから４ページにわたる部分なんですが、大きな目指す環境像

があって、目指す環境像を実現するための取り組みとして、エコウイン

グさんとかさまざまなことが書いてあるわけなんですが、きっとこれ、

取り組みとして市民とのパートナーシップがとっても大事にされている

部分で、エコウイングのこの取り組みが特化されておりますが、それだ

けではない、もう少し身近な取り組みもきっとあったと思うんです。今、

会員さん等々も、私もそうなんですが、様子は見ておりますが、やはり

そこのところで市民の意識と関心を持ってもらうためには、そこのとこ

ろも少し身近な取り組みをいっぱいされている団体もあり、また自治会

単位でとっているところもありますが、そういうことを少し入れるべき

ではないかなと思うんですけど、その辺の見解はどうなんでしょうか。 

 先生のさっきのお話で、簡潔で見やすいということはある、かなり集

約されているとは思うのですが、エコウイングそのもの自体がまだまだ

市民になじみのないところもありますし、ほかに協働でいろんな事業を

されているところもあるので、その辺の掘り起こしが、ここのところで

１９年度、ちゃんとしたことを書いておくべきではないかなと思うんで

すが、いかがでしょうか、その辺のことは。 

○会  長  この辺、市民の取り組みをもう少し詳しく書けないかということです

ね。 

○委 員 Ｂ そうなんです。パートナーシップで取り組んでいるのが、エコウイン

グだけではない、いろいろなところで過去の団体との兼ね合いもいろい

ろやってきていると思います。そのときにおいて、１９年度はどうだっ

たのかということがないんです。その辺では、なくていいのかどうかと

いうこと、判断に迷うんですけど。 

○会  長  はい、どうぞ。 

○事務局Ｂ 環境に取り組んでいる団体、市内各所にありますし、そのあたりの取

り組み、それから市議会を含めて、以前もそういうご意見をお伺いして
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いたなと今思い出しました。今回、後ろのほうにあります例えば１６ペ

ージの環境啓発の取り組み以降にもそれぞれの団体名を入れるか入れな

いかというのを事務局で議論して、実は団体名を入れないようにしよう

ということになった結果、このような形、例えば、「森林を手がけるＮＰ

Ｏ」であるとかそういうような表現になっているんです。このあたり、

それぞれの名前を出していくいかない、それと市とつながりのある団体

はどんどん出てくるんですが、つながりのないところの追加は出てこな

い、このあたりをどないしていくのかということがありまして、今回エ

コウイングあかしにつきましては、この基本計画を推進するための組織

であるということで出しているわけですけども、その他については具体

的な名前については出さないという方向で今回つくらせていただいてい

ます。そのあたり、ちょっとご意見をいただけたらなと。 

○会  長  この媒体以外に、そういう市民の取り組みを紹介する何か媒体はあり

ますか。この年次報告書以外に。 

○  事務局Ｂ 今のところないですね。 

○会  長  ないですか。はい。 

○委 員 Ｂ ホームページ等で公表される。そして環境というのは、一番、市民そ

れぞれの思いの中でとても啓発という意味で大事な部分だと思います。

その中で目的を持った方たちがいてさまざまな活動をされているわけで

すから、そこからの広がりというのが結構私は大事だと思っております

ので、エコウイングと同様にそういったページが少しあってもいいので

はないかなと。そして１９年度もずっと継続してやられている部分もた

くさんあると思いますし、そういう方から関心を持っていただくには、

私は絶対必要だと思っておりますがいかがでしょうか。 

○会  長  ほんとうにおっしゃるとおりだと思うんですが、ただほんとうにこの

報告書のボリュームとか取り上げるべき優先順位とか境界線の話があり

ますので、一般市民の取り組みを今後どういうふうな形で報告していく

かということにつきまして、ちょっと今年度以降の検討課題にしていた

だけないでしょうか。と申しますのは、１１月中旬にこれを公表しない

といけない段階で、どこまでそういう市民の取り組みを今ここに含める

かということになりますと、随分時間がかかってしまうと思いますので、
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それに対する回答はちゃんといただくということにしまして、今後どの

ようにそういう市民の取り組みを取り込んでいくのかということにつき

まして、ご検討いただけないでしょうか。 

○事務局Ｂ 先ほどのＩＳＯ認証取得事業所の分と重なるところがあるんですけど

も、要するに私どもがどうやってその情報をつかんでいくのか、つかん

だところだけ公表していくのか、そのあたりの線引きに今ちょっと悩ん

でいるところなんです。ＩＳＯでも取っているということで、市として

も評価をしてそれを宣伝していく意味で、昔は一覧表を入れていました。

でも、今、ほんとうにそれがつかめないということで、載せているとこ

ろ載せてないところが出てきますので、そのあたりをどないするかとい

うことがありましてもう載せなくなったと。同じように、環境の団体、

ほんとうにごみをやっている小さな団体から、それこそ大きいグループ

までいろいろあると思うんですが、どこを載せる載せないというところ

が、今情報としてはちゃんとつかめていないんですね。そのあたりの基

準をちゃんとしないと、例えば自分らの都合のいいところだけ載せてい

るのかということになりますと問題がありますので、その意味でも、整

理の仕方をちょっと研究していきたいな、検討していきたいなと思いま

すので、しばらく時間をいただけたらなと。 

○会  長  ちょっとご了解いただきたいと思います。その境界線のことですね、

ほんとうに。 

 はい。 

○委 員 Ｂ 続けてもう１点なんですが、先ほど出ておりました事業の評価表なん

ですが、同じようなご意見は置いておきまして、環境目標というところ

がありますよね。私はやはりこれは単なる事業評価ではなくて、環境と

いう目線で多分評価されたと思うんです。というところで全般なんです

が、もう少しそのところの文言が、環境にどう関係があるのかというと

ころを補足する必要があるのではないかと、例えば、わかりやすいとこ

ろはたくさんあるんですが、わかりやすいところで見ますと、２４ペー

ジの学校給食衛生管理事業、ドライ運用による衛生面向上を図るとなっ

ているんですが、それとかその下とか、またもう下なんですが、少しず

っと読んでいきますと、環境とどう関係があるのという、そういうとこ
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ろがもろに感じるわけなんです。単なる所管の部署が自分のところの事

業評価をするという意味とは、私はちょっと意味が違っていると思いま

すので、環境というフィルターを通してどうかということをするならば、

そこでやはり環境と意識づけのところは文章を少し補足してもいいので

はないかなと思っておりますが、それのご見解はどうでしょうか。 

○会  長  これ、２４ページの表の環境目標と取り組みの結果というところに関

しまして、もう少し環境と関連する説明をちょっとずつでも入れたらど

うかということなんですが。ボリュームがかなり増えるんですが。 

○事務局Ｂ ２４ページ以下の表、非常にボリュームがありまして、本来の表とい

うのはこれにまだまだいっぱいくっついていまして、それを見ていくと

関連性がわかるという、Ａ３で二、三十ページになるぐらいの表を取り

まとめたものです。基本的に大体２行におさまるようにということで加

工していますので、もうちょっと内容を入れていくとページ数も膨大に

なっていくということで、そのあたりまたちょっと検討していきたいん

ですが、環境とのかかわりをわかるように書こうとするとボリューム的

にはかなり苦しいのかなと思っております。このあたり、逆にＷｅｂの

ほうでもうちょっと詳細なところがわかるようにするとか何か検討をし

ていきたいなと思いますが、ちょっとその辺検討させてください。 

○会  長  この事業評価表に関しましても、ホームページなどで詳しく見ること

はできるわけですね、個々の。 

○事務局Ｂ いや、今のところはちょっとできないと思うんです。ちょっと検討し

ていきたいと思います。 

○会  長  これがまた膨大になってくるとだれも見ないという、そういうことも

あって、ただ環境に関してもう少し環境との関連を入れてはどうかとい

うご提案があると。それに関しましても、もう少し時間をいただいて検

討していくということで、よろしいでしょうか。 

○委 員 Ｂ はい。先ほどから、見る見ないとかボリュームがあるとか、とてもそ

こにこだわっておられる風がちょっとあります。こういったことという

のは、毎年ずっと残していく貴重なものであります。ですので、その辺

の配慮はやっぱり残していくべきだと思います。後から振り返ってもこ

の資料というのはとても貴重なものになると思いますので、どこを削る
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とかそういうことは配慮としてはとても大事なんでしょうけど、少しそ

このところは大事にしていただきたいなと思います。よろしくお願いい

たします。 

○会  長  はい、わかりました。 

 ご検討よろしくお願いいたします。 

 では、ちょっと時間の関係もありまして、次のテーマに移りたいと思

います。 

 そうしましたら、次第の３、自然環境部会の活動報告についてなんで

すが、これに関しまして、まず、事務局から概要についてご報告いただ

けますでしょうか。 

○事務局Ｂ 失礼します。 

 そうしたら、３の自然環境部会の活動報告について、まず先に事務局

のほうから説明をさせていただきます。自然環境部会の活動報告につき

ましては、まず、この後、部会長より報告をお願いすることになってお

ります。 

 当審議会の運営要領の規定によりまして、「会長は特に専門的調査・研

究を要する事項については、部会に検討させることができる。部会長は、

その内容を審議会に報告するものとする」ということになっております

ので、本日、部会長に自然環境部会の活動報告をお願いすることになっ

ております。 

 恐れ入ります、資料２「自然環境部会の活動報告について」をごらん

願います。前回の第３６回環境審議会におきまして、会長より自然環境

部会の部会員の皆様のご指名をいただきましたので、第２回自然環境部

会を５月１９日に開催しました。自然環境部会には、指名のあった部会

員及び審議会の正副会長が出席することができるようになっております。 

 なお、第１回自然環境部会は、平成１５年４月３０日の開催になって

おりまして、この回数につきましては、審議会同様通算のカウントをし

ております。第１回の部会で、市のさらなる自然環境のデータの収集と

調査が必要であるとのご指摘がありまして、その後、１５年度以降、毎

年自然環境調査を実施してまいりました。 

 第２回自然環境部会では、部会長の互選、これまでに実施した自然環
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境調査の確認及び今後の進め方につきまして検討したところです。 

 この部会の報告をもとに、今年度の自然環境調査について検討した上

で、７月に第３回部会を開催して、その調査を確認することとしており

ましたが、事務局の不手際によりまして、第３回の開催が１０月１４日

となりました。そのため、既に発注していた調査内容についての概要に

ついてご意見をいただくとともに、特に来年度以降の明石市の自然環境

の取り組みについてご審議をしていただいたというのが第３回になりま

す。 

 資料２の２ページにありますとおり、第３回自然環境部会につきまし

ては１０月１４日に開催しまして、今言いましたように、２０年度自然

環境調査計画についてと、明石市の自然環境保全の取り組みについての

ご検討をしていただくということになりました。 

 そこの（５）、明石市の自然環境保全の取り組みについてというのが、

第２回の部会での委員さんの意見を受けまして、今後の自然環境の取り

組みについて取りまとめたもので、①の環境基本計画の取り組みにつき

ましては、先ほど、年次報告書のリーディングプロジェクトの自然グル

ープの取り組みについて進めていこうという内容であり、②は、自然環

境の新たな取り組みとしまして、部会でのご意見を受けまして来年度に

進めていこうという内容、そして③については、今後の課題については

部会のご意見をいただく中で、次年度以降取り組みを進めていこうとい

う内容を掲げておりまして、この内容についてご審議をいただいたとい

うことでございます。 

 そういうことで、この間の審議会の概要については報告させていただ

きまして、審議内容については、部会長のほうからお願いをしたいと思

っております。 

○会  長  ありがとうございました。 

 それでは、大変ご苦労をおかけしたんですが、部会長様からご報告よ

ろしくお願いいたします。 

○委員Ａ（部会長） 自然環境部会では、今年二度部会を開いて議論したわけです

が、議論をしながら痛感したのは、明石市の環境問題との取り組みは、

水質汚染、大気汚染、ごみ問題、エネルギーのことでは非常に先進的な
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取り組みがされているんですけれども、自然環境への取り組みというの

はおくれているといいますか、やっと始まったばかりだという認識なん

です。明石市の自然環境に関する情報がまだ行政としても十分に把握し

て整理できていないという状況があります。 

 それで、今年度は現地調査、並びに既存の文献・資料の調査というこ

とで、明石市の自然環境情報というのを少しでも充実させ、それを行政

がしっかり把握してこれからの施策に活用することが重要ですので、や

はりそういうことを目指すということで進めつつあります。その上で、

明石市の環境をどのように守っていくのかということが課題になるわけ

です。既に、例えばウミガメ、オニバスをシンボルにして、水でつなが

る明石の自然プロジェクト、あるいは里山を復活させようと金ケ崎公園

で取り組みが始まっているわけですが、明石市全体の自然環境の保全に

関して、まだ十分に見通しを持って取り組みが行われていないので、ど

ういう方向で自然環境部会として考えていったらいいだろうかというこ

とを議論しました。 

 明石市の場合、貴重なところを市が買い上げるとか、あるいは法的な

規制をするということは明石市では当面あまり現実的ではないというこ

とですので、明石の自然をまず市民に知っていただく。行政がきっちり

と情報を把握すると同時に、市民の皆さんにも知っていただくというこ

とが大事だということで、自然環境部会の当面の１つのアウトプットと

して、明石の自然環境に関する冊子のようなものをつくろうと、その内

容を議論しています。今までにも、「知っとこ明石」といった冊子で単発

では出てきているんですけれども、教育現場でも使え、市民の人にも広

く知っていただけるような明石の自然に関する概説書をつくるというこ

とは、これからの施策を進めていく上で非常に重要なのではないかと１

つの目標にしようかと思っています。そういうものを通じて、明石で守

るべき自然をはっきりさせて、そこについて具体的な保全策を考えてい

く、あるいはそれを環境教育の場でも活用していくということを考えて

います。 

 さらに、今までいろんな取り組みが行われているけれども、それはイ

ベントして行われているわけです。それっきりなんです。それだけでは
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自然環境保全の取り組みが持続しないので、もう少し戦略的に取り組ん

でいく必要があるのではないかという意見が出ています。今年、国が生

物多様性基本法を制定しまして、すべての自治体が生物多様性の戦略を

定めなければならないということがその法律にうたわれているわけです。

明石でも今後、生物多様性明石戦略とでも呼ぶべきものをつくることを

目指して、これからの自然環境の保全に取り組んでいくという位置づけ

です。 

 それはもちろん、この審議会の了解を得なければいけないわけですけ

れども、最近生物多様性というのが１つのキーワードになっていますか

ら、自然環境部会を生物多様性部会と名前を変えてでも、やはりその生

物多様性明石戦略というようなものを目指してやっていきたい。その場

合も、環境部局だけの枠におさまるのではなくて、公園部局あるいは教

育委員会などとも密に連絡をとりながら、行政としてこの自然環境・生

物多様性の問題に取り組んでいけるような方向で、より具体的に検討を

進めたい。それが自然環境部会の現在の状況です。 

○会  長  ありがとうございます。非常に前向きにご検討いただいていまして、

ほんとうにありがとうございます。今、何か冊子というお話が出たんで

すが、それは例えば、どれぐらいの期間で仕上げるとかというそこまで

目標があるんですか。 

○委員Ａ（部会長） 今年、いろいろ調査が進んでいるんです。それを踏まえて来

年度ぐらいにはつくりたいということなので、一応構成案というのが実

は出ているんですが、それをさらに議論して早くつくりたいと思ってい

ます。 

○会  長  まだほんとうに始まったばっかりで、大変なご苦労をしていただいて

いると思うんですが、ただいまの部会長様のご報告につきまして、何か

ご質問などございましたら。特に、先ほどおっしゃった生物多様性保全

の戦略などにつきまして、ネットワークというか、組織そのものをこの

部会だけが全部取り仕切るというのはとても無理ですので、どのように

組織化していくかについて、これからまだやっていかないといけないわ

けですね。 

○委員Ａ（部会長） これはこの環境部会というよりも、明石市として、市長から
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生物多様性明石戦略をつくるんだということが諮問なり何らかの形で出

てきたときには、この環境審議会の中でも自然環境部会で詰めるという

形になると思うんです。だから、そういう動きを起こすかどうかという

ことがまず問題です。兵庫県では今、生物多様性ひょうご戦略というの

を練っています。おそらく、これからほかの近隣の市町でもそういうこ

とを行うと思います。明石もその先陣を切ってやればすばらしいと思っ

ているわけです。明石の場合、ほんとうに重要なところというのがある

意味限定されます。そういう特性も踏まえて早く戦略をつくって、それ

にのっとって継続的な将来を見据えた取り組みを進めるというんですか、

そういう方向を出した方が望ましいのではないかということです。 

○会  長  そうですね。明石とか岡山という自然に恵まれたところは、案外戦略

みたいなものがすこんと抜けていたりするんですよ。ですから、ほんと

うに戦略的な計画とか、そういうものがこれから必要じゃないかと思う

んです。結局、市として戦略ということに方針とか計画とかをどう取り

組んでいくかというところの、その掘り起こしのところを今されている

ということですよね。 

○委員Ａ（部会長） そうですね。明石が将来、どういう環境像の実現を目指すか

というようなところに一応いいことも書いているわけです。しかし具体

的にそれをどうするかということは、今の段階では見えてこない。やっ

ぱりそこを何とか道筋をつけるということです。 

○会  長  何かご質問ご意見ございましたら。 

○委員Ａ（部会長） 自然部会の委員の皆さんから補足があればぜひお聞きしたい

んですが。 

○会  長  はい、どうぞ。よろしくお願いいたします。 

○委 員 Ｈ 私、以前、何年前になるかわからないですけど、この明石の環境審議

会に入れていただいていて、一度やめました。今年からまた入れていた

だいたんですが、僕が入った意味というのは、おそらくこの生物多様性

明石戦略をつくるということのために入ったんじゃないかと僕は勝手に

考えているんですが、実は、生物多様性基本法は今年の６月にできて、

それは今、部会長が言われたように、強制力はないんですが各県市町で

も、どんどんつくっていくべきだという方向が出たんで、その方向に乗
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って兵庫県が動き出しまして、今現在、部会長などと一緒に委員会を進

めております。これにのっとって、今、兵庫県では、神戸市が市の戦略

をつくるということで動き出しました。それからあと、県レベルでは、

兵庫県は１番を目指していたんですけども、残念ながら１番になれなく

て、千葉県が今年の３月に既に戦略を出し終わりました。今、多分兵庫

県が２番目か３番目になると思うんですけれども、こういうような動き

が非常に強くなってきていますので、別にこれをやることは全然悪いこ

とではないので、明石でもぜひ、これからこの審議会の中で進めていた

だきたいというような、そういう答申でも何か出していただければと僕

は思います。 

○会  長  ありがとうございます。日本を代表するような専門家が身近にいらっ

しゃって、非常に心強いわけなんですけれども、これは単なる知識とか

話し合いじゃなく、戦略として組織化して県のレベルの進め方と市のレ

ベルの進め方と審議会としてのもっていき方とか、それをどういうふう

に組み合わせていくかというところが一番核心的なところだと思うんで

すけれども、市のほうの方針としていかがでしょうか。県とのネットワ

ークとか、市のこれからの何か目玉取り組みにするのかどうかとか、何

かご計画は。 

○事務局Ｂ 生物多様性明石戦略というのは非常に大それたものなんですが、実は

一番身近なものになっていくような１つの計画です。実を言いますと、

なかなかぴんとこないところもあるわけです。そういうので国の第３次

ができまして、もうすぐ県ができる。そういう中で、どういうふうにつ

くっていったらいいのか、どういうふうにしていったらいいのかという

のがちょっと見えていなかったということで、実は資料２の３ページの

一番最後にそういう戦略をつくらなあかんのかなということで上げてあ

ります。部会のほうでは、これを一番上にもっていくべきやろというこ

とで、ご指摘を受けていまして、そういう戦略をつくった後でそれぞれ

の戦術、そのあたりを備えていくべきではないかという意見もいただい

ております。今後、委員Ｈさんからはナンバーワンになれということで、

市レベルではまだどこもできていない、これ、実はそのような計画なん

です。そういう中で明石がどこまでできるかちょっと自信はないんです
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が、これだけの先生方がおられますのでできるだけ前向きに、その前に

とりあえず明石市の自然環境の基本的なデータ、これについてはとりあ

えず早急にまとめていきたいなというふうに全力を尽くしています。そ

ういう中で今後考えていこうかと思っております。 

○会  長  ありがとうございます。ということは、とりあえずその具体的な方法

として、冊子をまとめるということが手順として最初ということになり

ますね。県の方針を出されて、県に従ってやるというのではなく、もっ

と市としてのレベルとして、ほんとうに日本でトップを目指すような前

向きの方向を目指したいということですね。それにしてはまだ具体的な

足元がなかなかそろっていないので、まず冊子をまとめることから始め

て、できるだけ早くそういうものについて取り組みたいと。環境審議会

としましても、そういうことをもっと早く前向きにやるべきだ、そうい

う意見を出したいという方向でよろしいでしょうか。審議会として強く

言わないと、ほんとうに後ろ手になっていきますので、できるだけ。 

 はい。 

○委 員 Ｉ 私自身は、この環境審議会自然部会の部会員でありますとともに、市

民とつくっておりますエコウイングあかしの「水でつながる明石の自然

プロジェクト」のリーダーでもあるんです。その辺で市民が、その「水

でつながる明石の自然プロジェクト」の中には、「みんなで調べよう明石

の自然」であるとか、今回この審議会の中で出ているような内容も入っ

ておりますので、そことの連携といいますか、自然部会は自然部会で進

んでいく、エコウイングはエコウイングで進んでいくのではなくて、一

緒に手をとり合って進んでいけるような方向で進めていただけたらなと

思っております。 

○会  長  そうですね。それこそ、市民の取り組みとして取り組んでいらっしゃ

る団体とのネットワークとか、部会とのネットワークとか、そういうも

のを基礎にして進めていったらいいということですね。それは部会でも

話し合っていただいているわけなんですね。 

○委 員 Ｉ 実際に、今回私はたまたまここの審議委員の部会員でありますので、

市の取り組みで２番にあります自然環境の新たな取り組みというような

ところを知ることができますけれども、市民のほうはこういう情報は知
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らされておりませんので、市のほうがこう考えておられるということを

ぜひ、そういうパートナーシップの会の中で伝えていただきまして、協

力できるところ、またこういう形でやっていったらいいんじゃないかと

いうアイデアを出せるところなど、協働でできるところをぜひ一緒にさ

せていただけるような方向で進めていただけたら、私は市民の立場とし

てはすごくやりがいもありますし、一緒に協力していこうという気持ち

も盛り上がっていくと思うんです。ですから市民調査にしても、私たち

もこういう市民調査をしたらいいんじゃないかという案を出しています

ので、その辺とちぐはぐにならないように進めていただけたらなと思い

ます。 

○会  長  その場が部会と考えてよろしいわけですか。市民とのパートナーシッ

プとか、そこら辺の調整する場というのは。 

○委員Ａ（部会長） 部会だけで調整というのは難しいと思うんですけれども、明

石の場合、エコウイングあかしの傘下にいろんなグループが活動してい

るという状況です。それが十分横に連携できていない部分もあるという

現状だと思いますので、その辺の現状を把握した上でやろうと思います。

市内でどういう活動があるのかという情報を把握すれば、部会での検討

とあわせて進めていくことができると思います。 

○会  長  横の連携と役割分担とか、パートナーシップとか、どういうふうに練

り上げて１つの組織にしていくかとか、非常にやることがたくさんあり

ますけども。 

 ほかに何かご意見。 

 はい。 

○委 員 Ｂ ちょっと自然環境部会のほうで聞きたいんですが、これからまたお金

のことも発生してくると思いますが、その調査という中で、平成１０年

ぐらいに何か貴重な、こんなぶっとい生物調査何たらかんたらという、

ちょっと題名は忘れましたけど、かなりのお金をかけて期間をかけて調

査したものがございますね。それにプラスどう変化したとか、そのデー

タというのは今必ず重要視されているんでしょうかというのがちょっと

気になりますが、いかがでしょうか、その辺は。 

○会  長  データの管理とかそういうのは、どういうふうになっているんでしょ

－31－ 



うか。 

○事務局Ｂ 委員Ｂさんがおっしゃっているのは、多分最初の環境基本計画を策定

する際の基礎資料としてつくったデータだと思うんですが、確かにちょ

っと分厚かったんですけど、内容的にはそういうことも含めて、明石市

が今持っているいろんな報告書を含めてつくっていこうということで考

えています。ただ、あのときの資料と比べると最近の資料はかなり精度

がよくなっていますので、基本的には１５年以降の調査と、あと、それ

ぞれ学者の皆様が出した文献調査、それと専門的なんですけど聞き取り

調査、このあたりを中心に今組み立てているところです。 

○委 員 Ｂ あのときの冊子の中にはかなり詳しい生物というのが載っていたと思

うんです。だからできればそういったことも大事にしながら、それから

どうなったかというそこのところも、環境の変化というのはそこにあら

われているわけですから、今スタートするんではなくて、そういうこと

も大事にしてもらいたいなという思いは。 

○会  長  過去にある蓄積ですね。 

○委 員 Ｂ はい、そうです。 

○会  長  それらもうまく生かしながら。 

○委 員 Ｂ そういうデータをきちっと。でないともったいないと思いますので、

１つだけ、この意見だけ言っておきます。 

○会  長  はい、わかりました。ほんとうにおっしゃるとおりです。 

 私も、明石市そのものがほんとうに都市型の自然をものすごく豊富に

持っていて、そしてこういう立派な専門家がいらっしゃって、市民の活

動も非常に活発な中でこれをやらないのはほんとうにもったいないと思

いますので、ぜひ前向き・積極的に日本全国のトップを切って、何か具

体的な戦略にまとめていただければと思うんですが、よろしく。 

 何かほかに。 

 よろしいでしょうか。 

 はい。 

○委 員 Ｇ １つだけ。 

 こんなこと言うたら怒られるんかもしれないんですけども、生物多様

性という言葉が非常にわかりにくいんです。今おっしゃったように、生
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物多様性戦略とかそういう言葉が出てくると市民の方も取っつきにくい

ところがあるんじゃないかなと。私も生物多様性と言われて何かなとち

ょっと考えてしまいますので、その辺をもう少しわかりやすく説明する

というか、理解できるような取り組みというのもひとつお願いできたら

なと思います。勉強不足で申しわけないですけど。 

○委員Ａ（部会長） それはおっしゃるとおりでして、生物多様性という言葉が最

近ちまたに氾濫するようになりましたけども、そうなったのはごく最近

なんです。実は、国際的には１９８０年代に生物多様性条約というのが

結ばれて、日本も１９９０年に入ってから生物多様性国家戦略という形

で国の施策として方向が打ち出され、それに基づいていろんな法律が順

次できてきているわけです。それが今年６月、生物多様性基本法という

のができたことで、ある意味で、各自治体でそういう方向をより進めな

ければいけないということになりました。しかし、一般社会に生物多様

性が何かという認識が、あるいはそれがいかに大切かということの認識

は十分に浸透していないということはおっしゃるとおりだと思うんです。

ですから、生物多様性明石戦略をつくるプロセスにおいて、例えば、シ

ンポジウムとか学習会とかを企画するとか、そういうことも考えて、こ

れを市民全体のものにしていく努力が必要だと思います。それは作戦と

して考える必要があると思います。 

○会  長  ほんとうにおっしゃるとおり、こういうのは国際会議のほうからずっ

とおりてきますので、法律もそれにのっとってやるとなっていきますの

で、ＩＳＯに出てくるキーワードと同じように全部違和感があるんです

よ、日本人としましては。ですから、タイトルとしてはそうなっていて

も、サブタイトルでもう少しわかりやすくするとか、何かそういう工夫

をしていただいて、市民が直感的にわかるような言葉に変えていったほ

うがいいということは確かに言えますよね。 

 そういうことも含めてご検討いただくということにしまして、では、

この３の議題につきましてはよろしいでしょうか。 

 それでは、４のその他について何かございましたら。 

○事務局Ｂ その他ということで、今後の予定について、事務局の考え方について

説明をさせていただきたいと思います。 
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 前回の審議会におきましては、次、２月ぐらいに地球温暖化対策地域

推進計画についてお諮りをしたいというふうに申し上げておりました。

こ の 地 球温 暖 化 対策 の 推 進に 関 す る法 律 に 基づ い て 、明 石 市 域の 自 然

的・社会的条件に応じた温室効果ガスの排出抑制のための計画を策定す

るというのが、この地域推進計画でございます。平たく言いますと、明

石市全体からの温室効果ガス排出量を把握してそれを削減する取り組み

を、市民・事業者・行政が一体となってやっていこうというものであり

まして、全国の都道府県、政令市、それから中核市あたりまでが今ほぼ

できてきて、それから、特例市以下の市でこういうのをつくっていこう

という動きが実は昨年までありました。 

 しかしながら、先ほどの年次報告書の中で説明させていだきましたよ

うに、今年６月、この地球温暖化対策の推進に関する法律が改正されま

して、市役所の事務事業からの排出抑制に加えて、自然エネルギーや公

共交通機関の利用、都市緑化の促進とか、地域でのきめ細かい対策をつ

くる実行計画、もっと言えばアクションプラン、具体的に確実にやって

いく取り組みを中心として、市全体で市民を巻き込んでやっていく、い

わゆる地域推進ではなくて、実行計画をつくるということが、特例市以

上については義務化をされたということで、明石市も特例市なんですが、

国のほうから早急にこの新たな実行計画を策定するようにという要請が

あったところでございます。そういうことで前回の審議会では、地域推

進計画についてお諮りをしたいと申しておりましたが、方向としては新

たな実行計画について検討していくことになるのかなと思っています。 

 ただ、国はそういう要請はあったんですが、実のところ具体的な方策、

また、計画策定のためのガイドライン、それから非常に難しい難しいと

言っています市全体の温室効果ガス排出量を簡単に計算できる、把握で

きるような仕組みについても出していくということがあるんですがいま

だに出ていない、このあたりの動向を見ながら、もし、国の方向性が出

て、新たな実行計画の策定、また推進の方向性が固まったとしましたら、

年度末にこの内容について審議をお願いして、それまでの自然環境部会

の報告、また、生物多様性明石戦略まではいかないかもしれませんが、

それらの報告もあわせてできればなと思っています。そういうことで、
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国の法改正があって、ただその具体的な取り組みがまだ明らかにならな

いということで、２月、３月できるかどうかは難しいところがあるんで

すが、できればやりたいということで、今後の予定ということでご了承

願えたらなと思っております。やるとなりましたら、できるだけ早い段

階でご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○会  長  ありがとうございます。 

 ご案内のとおり、国がなかなか具体的な方針を出してこないというの

があって、それをちょっと待たざるを得ないという事情がありますので、

できれば年度内にもう１回やりたいんだけれども、その時期が間に合う

かどうかわからないということで、その内容につきましては、新たな実

行計画に向けたアクションプラン的なことについて、テーマとして取り

上げたいということと、自然環境部会のさらなる発展についてというこ

とがテーマになる予定だということなんですが、これは報告だけですの

で、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 では、ほんとうに短い時間の中で随分たくさんのことをご報告いただ

きまして、また貴重な意見をいただきまして、ほんとうにどうもありが

とうございました。そういうことで、次回の時期がちょっとわからない

ところがあるんですが、また今後、どうぞよろしくお願いいたします。

本日はどうもありがとうございました。 

（閉会 午前１１時３４分） 
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